
再エネ海域利用法に基づく公募占用指針に関する意見 

令和３年９月２１日 

調達価格等算定委員会 

 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関

する法律（平成３０年法律第８９号。以下「法」という。）第１３条第４

項の規定に基づき、秋田県八峰町及び能代市沖に係る同条第１項に規定

する公募占用指針に関し、同条第２項第１号及び第４号から第１０号ま

でに掲げる事項について、以下のとおり、調達価格等算定委員会の意見

を取りまとめた。 

 経済産業大臣におかれては、本意見を踏まえて、当該事項を定めるこ

とを求める。また、本意見の内容と異なる決定をするときは、事前に調

達価格等算定委員会の意見を聴くように求める。 

（１） 対象発電設備区分等（法第１３条第２項第１号関係）

 対象発電設備区分等は、「風力発電設備（着床式洋上風力）」とする。 

（２）当該再生可能エネルギー発電設備の出力の量の基準（法第１３条

第２項第４号関係） 

 最大受電電力は、促進区域の指定時に、当該区域で活用することを希

望するとして情報提供のあった系統（以下「確保されている系統」と

いう。）の範囲を限度とし、発電設備の出力は上限を設定せず、下限

は確保されている系統容量から 20％を減じた値とする。

（３）公募の参加者の資格に関する基準（法第１３条第２項第５号関係） 

 「総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電

力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネッ

トワーク小委員会 洋上風力促進ワーキンググループ」と「交通政策

審議会港湾分科会環境部会洋上風力促進小委員会」の合同会議におい
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て平成３１年４月２２日にとりまとめた中間整理を踏まえ、経済産業

省と国土交通省が令和元年６月１１日に作成した「一般海域における

占用公募制度の運用指針」において例示された参加資格（「申請者に

国内外における風力発電の設置及び運営実績があること」を除く。）

を基本として、設定することとする。 

 

（４）公募の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び

期限その他保証金に関する事項（法第１３条第２項第６号関係） 

 公募参加時に納付する第１次保証金は、５００円／ｋＷ、選定後に納

付する第２次保証金は、５，０００円／ｋＷ、選定後２４ヶ月以内に

納付する第３次保証金は、１３，０００円／ｋＷとする。 

 また、本公募に係る系統工事の保証金等を一般送配電事業者に支払っ

ている場合は、当該保証の分だけ、第２次、第３次保証金から控除す

ることとする。 

 保証金の没収事由は、以下の表のとおりとする。 

 保証金 

の種類 

没収事由 没収額 

１ 第 １ 次 保

証金 

公募の参加資格の審査のための書類に虚偽を記載した者

による公募の参加、その他の不正により公募への参加が無

効とされたこと 

全額 

２ 公募参加者が公募占用計画を提出したときから公募の結

果が公表されるまでの間に公募参加資格に関する基準の

いずれかに適合しなくなったこと 

全額 

３ 当該公募参加者が選定事業者として選定されたにもかか

わらず、第２次保証金の提出期限までに必要な第２次保証

金を提供していることが確認できなかったこと  

全額 

４ 第 ２ 次 保

証 金 又 は

第 ３ 次 保

証金 

再生可能エネルギー発電事業を中止した場合 全額 

５ 再エネ特措法第９条第１項に規定による認定の申請の期

限までに認定を取得しなかった場合 

全額 

６ 保証金の提供に代えて提出した保証書の効力が消滅した

場合（当該保証書の効力が消滅するまでに現金で当該保証

金相当額を納付した場合を除く） 

全額 

７ 公募参加にあたり談合等の不正行為を行った場合 全額 

８ 暴力団である場合等 全額 

※第３次保証金の提出期限までに必要な第３次保証金を提供していることが確認できない場

合は、第２次保証金は没収する 



 

（５）供給価格上限額（法第１３条第２項第７号関係） 

 別添のとおり。 

 

（６）調達価格の額の決定方法（法第１３条第２項第８号関係） 

 FIT 制度の調達価格は、選定事業者が提出した公募占用計画の供給価

格に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えた額とする。 

 

（７）調達期間（法第１３条第２項第９号関係） 

 調達期間は２０年間とし、運転開始予定日は FIT認定を受けた日から

８年を上限として公募の参加者が自ら設定することとし、その上で運

転開始予定日を超えた場合は、調達期間を短縮する。 

 ただし、基地港湾についてその他区域の事業実施者と使用期間の重複

があり、経済産業省及び国土交通省が調整をせざるを得ないとして、

公募占用計画に記載された運転開始日を遅らせた場合に限り、調達期

間の短縮は行わないこととする。 

 

（８）選定事業者における再エネ特措法第９条第１項に規定による認定

の申請の期限（法第１３条第２項第１０号関係） 

 選定の日から１年とする。 

 

 



今回対象となる促進区域
・秋田県八峰町及び能代市沖

（参考）前回対象の促進区域
・秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖
・秋田県由利本荘市沖（北側）
秋田県由利本荘市沖（南側）
・千葉県銚子市沖

資本費（接続費含む） 49.4万円/kW 51.2万円/kW

運転維持費 1.84万円/kW/年 1.84万円/kW/年

撤去費 10.1万円/kW 10.7万円/kW

設備利用率 33.1% 33.2%

IRR（税引前）
（法人税等の税引前の内部収益率） 10% 10%

調達期間 20年間 20年間

供給価格上限額 28円/kWh 29円/kWh

再エネ海域利用法に基づく公募占用指針に関する供給価格上限額について
（別添）
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